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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  質量％で、Ｆｅ：０．０１～０．５０％、Ｐ：０．０１～０．１５％を各々含有し、残
部Ｃｕおよび不可避的不純物からなる銅合金板であって、互いに隣接する結晶の方位差が
±１５°以内のものは同一の結晶面に属するものと見なした場合に、電界放射型走査電子
顕微鏡ＦＥ－ＳＥＭによる後方散乱電子回折像ＥＢＳＰを用いた結晶方位解析方法により
測定した、Ｂｒａｓｓ方位の方位分布密度が３７％以上である集合組織を有するとともに
、平均結晶粒径を６．０μｍ以下とすることを特徴とする酸化膜密着性に優れた電気電子
部品用銅合金板。
【請求項２】
　前記銅合金板が、更に、質量％で、Ｓｎ：０．００５～５．０％を含有する請求項１に
記載の電気電子部品用銅合金板。
【請求項３】
　前記銅合金板が、更に、質量％で、Ｚｎ：０．００５～３．０％を含有する請求項１ま
たは２に記載の電気電子部品用銅合金板。
【請求項４】
  前記銅合金板の引張強度が５００ＭＰａ以上、硬さが１５０Ｈｖ以上である請求項１乃
至３のいずれか１項に記載の電気電子部品用銅合金板。
【請求項５】
　前記銅合金板が、更に、質量％で、Ｍｎ、Ｍｇ、Ｃａのうち１種又は２種以上を合計で
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０．０００１～１．０％含有する請求項１乃至４のいずれか１項に記載の電気電子部品用
銅合金板。
【請求項６】
　前記銅合金板が、更に、質量％で、Ｚｒ、Ａｇ、Ｔｉ、Ｎｉのうち１種又は２種以上を
合計で０．００１～１．０％含有する請求項１乃至５のいずれか１項に記載の電気電子部
品用銅合金板。
【請求項７】
　前記銅合金板が、更に、質量％で、Ｍｎ、Ｍｇ、Ｃａのうち１種又は２種以上を合計で
０．０００１～１．０％と、Ｚｒ、Ａｇ、Ｔｉ、Ｎｉのうち１種又は２種以上を合計で０
．００１～１．０％とを各々含有するとともに、これら含有する元素の合計含有量を１．
０％以下とした請求項１乃至６のいずれか１項に記載の電気電子部品用銅合金板。
【請求項８】
　前記銅合金板が、Ｈｆ、Ｔｈ、Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｓｒ、Ｐｄ、Ｗ、Ｓ、Ｓｉ、Ｃ、Ｎｂ
、Ａｌ、Ｖ、Ｙ、Ｍｏ、Ｐｂ、Ｉｎ、Ｇａ、Ｇｅ、Ａｓ、Ｓｂ、Ｂｉ、Ｔｅ、Ｂ、ミッシ
ュメタルの含有量を、これらの元素全体の合計で０．１質量％以下とした請求項１乃至７
のいずれか１項に記載の電気電子部品用銅合金板。
【請求項９】
  前記銅合金板が半導体リードフレーム用である請求項１乃至８のいずれか１項に記載の
電気電子部品用銅合金板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
  本発明は、高強度で、かつ、パッケージクラックや剥離の問題に対処するために酸化膜
密着性を向上させたＣｕ－Ｆｅ－Ｐ系の銅合金板に関する。本発明の銅合金板は、半導体
装置用リードフレームの素材として好適で、半導体装置用リードフレーム以外にも、その
他の半導体部品、プリント配線板等の電気・電子部品材料、開閉器部品、ブスバー、端子
・コネクタ等の機構部品など様々な電気電子部品用として好適に使用される。ただ、以下
の説明では、代表的な用途例として、半導体部品であるリードフレームに使用する場合を
中心に説明を進める。
【背景技術】
【０００２】
　半導体リードフレーム用銅合金としては、従来よりＦｅとＰとを含有する、Ｃｕ－Ｆｅ
－Ｐ系の銅合金が一般に用いられている。これらＣｕ－Ｆｅ－Ｐ系の銅合金としては、例
えば、Ｆｅ：０．０５～０．１５％、Ｐ：０．０２５～０．０４０％を含有する銅合金（
Ｃ１９２１０合金）や、Ｆｅ：２．１～２．６％、Ｐ：０．０１５～０．１５％、Ｚｎ：
０．０５～０．２０％を含有する銅合金（ＣＤＡ１９４合金）が例示される。これらのＣ
ｕ－Ｆｅ－Ｐ系の銅合金は、銅母相中にＦｅ又はＦｅ－Ｐ等の金属間化合物を析出させる
と、銅合金の中でも、強度、導電性および熱伝導性に優れていることから、国際標準合金
として汎用されている。
【０００３】
　近年、電子機器に用いられる半導体装置の大容量化、小型化、高機能化に伴い、半導体
装置に使用されるリードフレームの小断面積化が進み、より一層の強度、導電性、熱伝導
性が要求されている。これに伴い、これら半導体装置に使用されるリードフレームに用い
られる銅合金板にも、より一層の高強度化、熱伝導性が求められている。
【０００４】
　一方、半導体デバイスのプラスチックパッケージは、熱硬化性樹脂によって半導体チッ
プを封止するパッケージが、経済性と量産性に優れることから、主流となっている。これ
らパッケージは、最近の電子部品の小型化の要求に伴って、益々薄肉化されている。
【０００５】
　これらのパッケージの組み立てにおいて、リードフレームに半導体チップをＡｇペース
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トなどを用いて加熱接着するか、あるいはＡｕ，Ａｇなどのめっき層を介してはんだ付け
もしくはＡｇろう付けする。そして、その後樹脂封止を行い、樹脂封止を行ったあとに、
アウターリードに電気めっきによる外装を行うのが一般的である。
【０００６】
　これらのパッケージの信頼性に関する最大の課題は、表面実装時に発生するパッケージ
・クラックや剥離の問題である。パッケージの剥離は、半導体パッケージを組み立てた後
、樹脂とダイパッド（リードフレームの半導体チップを載せる部分）との密着性が低い場
合、後の熱処理時の熱応力によって生じる。
【０００７】
　これに対して、パッケージクラックは、半導体パッケージを組み立てた後、モールド樹
脂が大気より吸湿するため、後の表面実装での加熱において水分が気化し、パッケージ内
部にクラックがあると、剥離面に水蒸気が印加されて内圧として作用する。この内圧によ
りパッケージに膨れを生じたり、樹脂が内圧に耐えられずクラックを生じたりする。表面
実装後のパッケージにクラックが発生すると水分や不純物が侵入しチップを腐食させるた
め、半導体としての機能を害する。また、パッケージが膨れることで外観不良となり商品
価値が失われる。このようなパッケージクラックや剥離の問題は、近年、上記パッケージ
の薄型の進展に伴って顕著となっている。
【０００８】
　ここで、パッケージクラックや剥離の問題は、樹脂とダイパットとの密着性不良に起因
するが、樹脂とダイパットとの密着性に最も大きな影響を及ぼしているのが、リードフレ
ーム母材の酸化膜である。リードフレーム母材は、板の製造やリードフレーム製作のため
に、種々の加熱工程を経ている。このため、Ａｇなどのめっき前に、母材の表面には、数
十～数百ｎｍの厚さの酸化膜が形成されている。ダイパット表面では、この酸化膜を介し
て銅合金と樹脂とが接しているため、この酸化膜のリードフレーム母材との剥離は、もろ
に樹脂とダイパットとの剥離へとつながり、リードフレーム母材への樹脂の密着性を著し
く低下させる。
【０００９】
　したがって、パッケージクラックや剥離の問題は、この酸化膜のリードフレーム母材と
の密着性にかかっている。このため、リードフレーム母材としての、前記高強度化したＣ
ｕ－Ｆｅ－Ｐ系の銅合金板には、種々の加熱工程を経て表面に形成された酸化膜の密着性
が高いことが要求される。
【００１０】
　こうした課題に対し、これまで、あまり対策は提案されていないが、特許文献１では、
銅合金極表層の結晶配向を制御することで、酸化膜密着性を向上させることが提案されて
いる。即ち、特許文献１では、リードフレーム母材銅合金のＸＲＤの薄膜法にて評価され
る極表面の結晶配向において、｛１１１｝ピーク強度に対する｛１００｝ピーク強度比を
０．０４以下として、酸化膜密着性を向上させることが提案されている。なお、この特許
文献１では、あらゆるリードフレーム母材銅合金を含むが、実質的に例示しているＣｕ－
Ｆｅ－Ｐ系銅合金は、Ｆｅの含有量が２．４％以上と多いＣｕ－Ｆｅ－Ｐ系銅合金のみで
ある。
【特許文献１】特開２００１－２４４４００号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかし、この特許文献１の技術では、本発明で意図する高レベルの酸化膜密着性を保障
するまでには至らない。
【００１２】
　即ち、先ず、特許文献１におけるＣｕ－Ｆｅ－Ｐ系銅合金の実質的なＦｅの含有量は、
前記した通り、最低でも２．４質量％を超えて多い。この点で、特許文献１の技術は、確
かにＦｅの含有量が多いＣｕ－Ｆｅ－Ｐ系銅合金の酸化膜密着性向上には有効かもしれな
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い。実際に、特許文献１ではＦｅの含有量が２．４１％である実施例１のＣｕ－Ｆｅ－Ｐ
系銅合金の酸化膜密着性は、酸化膜の剥離限界温度で６３３Ｋ（３６０℃）まで向上して
いる。
【００１３】
　しかし、Ｆｅの含有量が２．４質量％を超えて多くなると、導電率などの材料特性だけ
でなく、鋳造性などの生産性が著しく低下するという、別の問題が生じる。実際に、特許
文献１では、上記実施例１のＣｕ－Ｆｅ－Ｐ系銅合金の引張強度は５３０ＭＰａと比較的
高いが、導電率は６３％ＩＡＣＳと低い。
【００１４】
　これに対して導電率を無理に増加させるために、例えば、上記析出粒子の析出量を増や
そうとすると、逆に、析出粒子の成長・粗大化を招き、強度や耐熱性が低下する問題があ
る。言い換えると、特許文献１の技術では、Ｃｕ－Ｆｅ－Ｐ系銅合金に要求される高強度
化と酸化膜密着性とを兼備させることができない。
【００１５】
　したがって、この特許文献１の技術を、Ｆｅの含有量を実質的に０．５％以下と低減し
た組成によって、高強度化したＣｕ－Ｆｅ－Ｐ系銅合金にそのまま適用しても、前記した
リードフレーム等に要求される酸化膜密着性を得ることはできない
【００１６】
　本発明はこのような課題を解決するためになされたものであって、その目的は、Ｆｅの
含有量を実質的に０．５％以下と低減した組成によっても、高強度化と優れた酸化膜密着
性とを両立させたＣｕ－Ｆｅ－Ｐ系銅合金板を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　この目的を達成するための本発明電気電子部品用銅合金板の要旨は、質量％で、Ｆｅ：
０．０１～０．５０％、Ｐ：０．０１～０．１５％を各々含有し、残部Ｃｕおよび不可避
的不純物からなる銅合金板であって、互いに隣接する結晶の方位差が±１５°以内のもの
は同一の結晶面に属するものと見なした場合に、電界放射型走査電子顕微鏡ＦＥ－ＳＥＭ
による後方散乱電子回折像ＥＢＳＰを用いた結晶方位解析方法により測定した、Ｂｒａｓ
ｓ方位の方位分布密度が３７％以上である集合組織を有するとともに、平均結晶粒径を６
．０μｍ以下とする。
【００１８】
　本発明銅合金板は、高強度を達成するために、更に、質量％で０．００５～５．０％の
Ｓｎを、あるいは、はんだ及びＳｎめっきの耐熱剥離性改善のために、更に、質量％で０
．００５～３．０％のＺｎを、各々含有しても良い。
【００１９】
　本発明銅合金板は、高強度化の目安として、引張強度が５００ＭＰａ以上、硬さが１５
０Ｈｖ以上であることが好ましい。なお、導電率は板の強度に相関するものであり、本発
明でいう高導電率とは、高強度な割りには導電率が比較的高いという意味である。
【００２０】
　本発明銅合金板は、更に、質量％で、Ｍｎ、Ｍｇ、Ｃａのうち１種又は２種以上を合計
で０．０００１～１．０％含有しても良い。
【００２１】
　本発明銅合金板は、更に、質量％で、Ｚｒ、Ａｇ、Ｃｒ、Ｃｄ、Ｂｅ、Ｔｉ、Ｃｏ、Ｎ
ｉ、Ａｕ、Ｐｔのうち１種又は２種以上を合計で０．００１～１．０％含有しても良い。
【００２２】
　本発明銅合金板は、更に、質量％で、Ｍｎ、Ｍｇ、Ｃａのうち１種又は２種以上を合計
で０．０００１～１．０％と、Ｚｒ、Ａｇ、Ｃｒ、Ｃｄ、Ｂｅ、Ｔｉ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ａｕ
、Ｐｔのうち１種又は２種以上を合計で０．００１～１．０％とを各々含有するとともに
、これら含有する元素の合計含有量を１．０％以下として、含有しても良い。
【００２３】
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　本発明銅合金板は、更に、Ｈｆ、Ｔｈ、Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｓｒ、Ｐｄ、Ｗ、Ｓ、Ｓｉ、
Ｃ、Ｎｂ、Ａｌ、Ｖ、Ｙ、Ｍｏ、Ｐｂ、Ｉｎ、Ｇａ、Ｇｅ、Ａｓ、Ｓｂ、Ｂｉ、Ｔｅ、Ｂ
、ミッシュメタルの含有量を、これらの元素全体の合計で０．１質量％以下とすることが
好ましい。
【００２４】
　本発明の銅合金板は、様々な電気電子部品用に適用可能であるが、特に、半導体部品で
ある半導体リードフレーム用途に使用されることが好ましい。
【発明の効果】
【００２５】
　通常の銅合金板の場合、主に、以下に示す如きCube方位、Goss方位、Brass 方位（以下
、Ｂ方位ともいう）、Copper方位（以下、Cu方位ともいう）、Ｓ方位等と呼ばれる集合組
織を形成し、それらに応じた結晶面が存在する。
【００２６】
　これらの集合組織の形成は同じ結晶系の場合でも加工、熱処理方法によって異なる。圧
延による板材の集合組織の場合は、圧延面と圧延方向で表されており、圧延面は｛ＡＢＣ
｝で表現され、圧延方向は＜ＤＥＦ＞で表現される。かかる表現に基づき、各方位は下記
の如く表現される。
【００２７】
　　Cube方位　　　　　　　｛００１｝＜１００＞
　　Goss方位　　　　　　　｛０１１｝＜１００＞
　　Rotated-Goss方位　　　｛０１１｝＜０１１＞
　　Brass 方位（Ｂ方位）　｛０１１｝＜２１１＞
　　Copper方位（Cu方位）　｛１１２｝＜１１１＞
　　　　　　　　　　　　　（若しくはＤ方位｛4 4 11｝＜11 11 8 ＞）
　　Ｓ方位　　　　　　　　｛１２３｝＜６３４＞
　　Ｂ／Ｇ方位　　　　　　｛０１１｝＜５１１＞
　　Ｂ／Ｓ方位　　　　　　｛１６８｝＜２１１＞
　　Ｐ方位　　　　　　　　｛０１１｝＜１１１＞
【００２８】
　ここで、Ｂ方位～Ｃｕ方位～Ｓ方位は各方位間で連続的に変化するファイバー集合組織
（β－ｆｉｂｅｒ）で存在している。
【００２９】
　通常の銅合金板の集合組織は、上述のように、かなり多くの方位因子からなるが、これ
らの構成比率が変化すると、板材の塑性異方性が変化し、加工性や成形性などの特性が変
化する。
【００３０】
　前記した特許文献１は、この集合組織の中で、特に、｛１１１｝ピーク強度に対する｛
１００｝ピーク強度比を０．０４以下として、酸化膜密着性を向上させている。しかし、
このように、Copper方位（Cu方位）に対して、Cube方位やGoss方位の方位分布密度を増し
ても、特に、本発明が対象とするＦｅの含有量を０．５％以下に少なくしたＣｕ－Ｆｅ－
Ｐ系組成を有する銅合金板では、高強度化できず、酸化膜の密着性も向上できない。この
ため、このＦｅの含有量が少ないＣｕ－Ｆｅ－Ｐ系組成を有する銅合金板では、高強度化
と優れた耐熱性とを両立させることができない。
【００３１】
　これに対して、本発明では、Ｂｒａｓｓ方位（１１０面）の方位分布密度を増して（高
くして）、できるだけ同一方位の集合組織とすることによって、このＦｅの含有量が少な
いＣｕ－Ｆｅ－Ｐ系組成を有する銅合金板において、高強度化と優れた耐熱性とを両立さ
せる。
【００３２】
  即ち、このＦｅの含有量が少ないＣｕ－Ｆｅ－Ｐ系組成を有する銅合金板では、上記集
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合組織の中では、特に、Ｂｒａｓｓ方位（Ｂ方位）の方位分布密度が酸化膜の密着性に大
きく影響する。このＢ方位の方位分布密度が大きいほど、圧延集合組織が発達しており、
強度が高くなるとともに、酸化膜の密着性が向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
  以下に、半導体リードフレーム用などとして、必要な特性を満たすための、本発明Ｃｕ
－Ｆｅ－Ｐ系銅合金板における各要件の意義や実施態様を具体的に説明する。
【００３４】
（Ｂ方位の方位分布密度の測定）
　本発明におけるＣｕ－Ｆｅ－Ｐ系銅合金板のＢｒａｓｓ方位（Ｂ方位）の方位分布密度
の測定は、電界放射型走査電子顕微鏡ＦＥＳＥＭ（Field Emission Scanning Electron M
icroscope ）による、後方散乱電子回折像ＥＢＳＰ（electronBackscatter Diffraction 
Pattern）を用いた結晶方位解析方法により測定する。
【００３５】
　本発明で板のＢｒａｓｓ方位の集合組織を規定するに際して、上記ＥＢＳＰを用いた結
晶方位解析方法による測定にて規定しているのは、酸化膜の密着性向上のためには、板（
板表面）のよりミクロな領域の組織（集合組織）が影響しているためである。上記ＥＢＳ
Ｐを用いた結晶方位解析方法では、このミクロな領域の集合組織を定量化することができ
る。
【００３６】
　これに対して、集合組織規定乃至測定のために汎用されるＸ線回折（Ｘ線回折強度など
）では、上記ＥＢＳＰを用いた結晶方位解析方法に比して、比較的マクロな領域の組織（
集合組織）を測定していることとなる。このため、酸化膜の密着性向上のための、板の上
記よりミクロな領域の組織（集合組織）を正確に測定することができない。
【００３７】
　実際に、本発明者らが測定し、比較したところによれば、上記ＥＢＳＰを用いた結晶方
位解析方法により測定したＢ方位の方位分布密度値と、Ｘ線回折により測定したＢ方位の
方位分布密度値とは、同じ板であっても互いに大きく異なる。このため、Ｂ方位の方位分
布密度が異なる複数の板同士での比較において、Ｂ方位の方位分布密度が極端に大きい、
あるいは極端に小さいという群全体の傾向（大まかな傾向）では、これら両測定方法は一
致するものの、測定した各板のＢ方位の方位分布密度値の順位は、両測定方法では大きく
異なる。したがって、結果として、互いの測定方法には互換性（相関性）は無い。
【００３８】
　言い換えると、この事実からも、酸化膜の密着性に板のよりミクロな領域の集合組織が
影響していること、そして、このミクロな領域のＢｒａｓｓ方位集合組織を上記ＥＢＳＰ
を用いた結晶方位解析方法による測定にて規定している、本発明の意義が分かる。
【００３９】
（Ｂ方位の方位分布密度測定方法）
　この結晶方位解析方法は、試料表面に斜めに電子線を当てたときに生じる後方散乱電子
回折パターン（菊地パターン）に基づき、結晶方位を解析する。そして、この方法は、高
分解能結晶方位解析法（ＦＥＳＥＭ／ＥＢＳＰ法）として、ダイヤモンド薄膜や銅合金な
どの結晶方位解析でも公知である。本発明と同じく銅合金の結晶方位解析をこの方法で行
なっている例は、特開２００５－２９８５７号公報、特開２００５－１３９５０１号公報
などにも開示されている。
【００４０】
　この結晶方位解析方法による解析手順は、まず、測定される材料の測定領域を通常、六
角形等の領域に区切り、区切られた各領域について、試料表面に入射させた電子線の反射
電子から、菊地パターン（Ｂ方位マッピング）を得る。この際、電子線を試料表面に２次
元で走査させ、所定ピッチ毎に結晶方位を測定すれば、試料表面の方位分布を測定できる
。
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【００４１】
　次に、得られた上記菊池パターンを解析して、電子線入射位置の結晶方位を知る。即ち
、得られた菊地パターンを既知の結晶構造のデータと比較し、その測定点での結晶方位を
求める。同様にして、その測定点に隣接する測定点の結晶方位を求め、これら互いに隣接
する結晶の方位差が±１５°以内（結晶面から±１５°以内のずれ）のものは同一の結晶
面に属するものとする（見なす）。また、両方の結晶の方位差が±１５°を超える場合に
は、その間（両方の六角形が接している辺など）を粒界とする。このようにして、試料表
面の結晶粒界の分布を求める。
【００４２】
　より具体的には、製造した銅合金板から組織観察用の試験片を採取し、機械研磨および
バフ研磨を行った後、電解研磨して表面を調整する。このように得られた試験片について
、例えば日本電子社製のＦＥＳＥＭと、ＴＳＬ社製のＥＢＳＰ測定・解析システムＯＩＭ
（Orientation Imaging Macrograph）を用い、同システムの解析ソフトと（ソフト名「Ｏ
ＩＭ　Ａｎａｌｙｓｉｓ」）を用いて、各結晶粒が、対象とするＢｒａｓｓ方位の方位密
度（理想方位から１５°以内）か否かを判定し、測定視野におけるＢｒａｓｓ方位密度を
求める。
【００４３】
　この測定視野範囲は、５００μｍ×５００μｍ程度の微小（ミクロな）領域であり、Ｘ
線回折の測定範囲に比較しても、著しく微小な領域である。したがって、酸化膜の密着性
に影響する、板のよりミクロな領域の組織における方位密度測定を、Ｘ線回折による方位
密度測定に比して、前記した通り、より詳細且つ高精度に行なうことができる。
【００４４】
　なお、これらの方位分布は板厚方向に変化しているため、板厚方向に何点か任意にとっ
て平均をとることによって求める方が好ましい。但し、リードフレーム等の半導体用材料
に用いられる銅合金板の場合、板厚が0.1 ～0.4mm 程度の薄板であるため、そのままの板
厚で測定した値でも評価できる。
【００４５】
（方位分布密度の意義）
　本発明では、前記した通り、Ｆｅ含有量が少ないＣｕ－Ｆｅ－Ｐ系銅合金板の高強度化
と優れた酸化膜の密着性とを両立させるために、その圧延集合組織の発達を、特定方位に
ついて調整する。
【００４６】
　このために、本発明では、Ｂｒａｓｓ方位（Ｂ方位）の方位分布密度を増して（高くし
て）、上記したＦＥＳＥＭ／ＥＢＳＰを用いた結晶方位解析方法による測定で３７％以上
とした集合組織とする。但し、前提として、本発明においては、これらの互いに隣接する
結晶の方位差が±１５°以内（結晶面から±１５°以内のずれ）のものは同一の結晶面に
属するものと見なす。
【００４７】
  Ｆｅ含有量が少ない（０．５％以下の）Ｃｕ－Ｆｅ－Ｐ系組成を有する銅合金板では、
Ｂ方位の方位分布密度が酸化膜の密着性に大きく影響する。Ｂ方位の方位分布密度が大き
いほど、圧延集合組織が発達しており、強度が高くなるとともに、酸化膜の密着性が向上
する。
【００４８】
　これに対して、Ｂｒａｓｓ方位（Ｂ方位）の上記方位分布密度が３７％未満では、Ｆｅ
含有量が少ないＣｕ－Ｆｅ－Ｐ系銅合金板の圧延集合組織が発達せず、強度が低くなると
ともに、酸化膜の密着性が向上しない。
【００４９】
（平均結晶粒径）
　本発明では、上記集合組織への制御や、上記集合組織自体の効果を発揮させるための前
提的な条件として、銅合金板組織における平均結晶粒径を、上記したＦＥＳＥＭ／ＥＢＳ
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Ｐを用いた結晶方位解析方法による測定値で６．０μｍ以下とする。この平均結晶粒径を
６．０μｍ以下に微細化させることによって、酸化膜の密着性も向上し、また、上記集合
組織への制御や、上記集合組織自体の酸化膜の密着性向上効果発揮が容易となる。一方、
この平均結晶粒径が６．０μｍを超えて粗大化した場合、上記集合組織への制御や、上記
集合組織自体の効果の発揮が難しくなる。
【００５０】
　この平均結晶粒径は、上記した通り、ＦＥＳＥＭ／ＥＢＳＰを用いた結晶方位解析方法
によるＢ方位の方位分布密度測定の中で測定できる。
【００５１】
 (銅合金板の成分組成)
  本発明では、半導体リードフレーム用などとして、引張強度が５００ＭＰａ以上、硬さ
が１５０Ｈｖ以上、導電率が５０％ＩＡＣＳ以上である高強度化と優れた酸化膜密着性と
を併せて達成する。このために、Ｃｕ－Ｆｅ－Ｐ系銅合金板として、質量％で、Ｆｅの含
有量が０．０１～０．５０％の範囲、前記Ｐの含有量が０．０１～０．１５％の範囲とし
た、残部Ｃｕおよび不可避的不純物からなる基本組成とする。
【００５２】
　この基本組成に対し、Ｚｎ、Ｓｎの一種または二種を、更に下記範囲で含有する態様で
も良い。また、その他の選択的添加元素および不純物元素も、これら特性を阻害しない範
囲での含有を許容する。なお、合金元素や不純物元素の含有量の表示％は全て質量％の意
味である。
【００５３】
（Ｆｅ）
　Ｆｅは、Ｆｅ又はＦｅ基金属間化合物として析出し、銅合金の強度や耐熱性を向上させ
る主要元素である。Ｆｅの含有量が０．０１％未満では、製造条件によっては、上記析出
粒子の生成量が少なく、導電率の向上は満たされるものの、強度向上への寄与が不足し、
強度や耐熱性が不足する。一方、Ｆｅの含有量が０．５０％を超えると、前記した従来技
術のように、導電率やＡｇメッキ性が低下する。そこで、導電率を無理に増加させるため
に、上記析出粒子の析出量を増やそうとすると、逆に、析出粒子の成長・粗大化を招く。
このため、強度や耐熱性が低下する。したがって、Ｆｅの含有量は０．０１～０．５０％
の比較的低めの範囲とする。
【００５４】
（Ｐ）
　Ｐは、脱酸作用がある他、Ｆｅと化合物を形成して、銅合金の強度や耐熱性を向上させ
る主要元素である。Ｐ含有量が０．０１％未満では、製造条件によっては、化合物の析出
が不十分であるため、所望の強度や耐熱性が得られない。一方、Ｐ含有量が０．１５％を
超えると、導電性が低下するだけでなく、却って耐熱性や、熱間加工性、プレス打ち抜き
性が低下する。したがって、Ｐの含有量は０．０１～０．１５％の範囲とする。
【００５５】
（Ｚｎ）
　Ｚｎは、リードフレームなどに必要な、銅合金のはんだ及びＳｎめっきの耐熱剥離性を
改善する。Ｚｎの含有量が０．００５％未満の場合は所望の効果が得られない。一方、３
．０％を超えるとはんだ濡れ性が低下するだけでなく、却って耐熱性や導電率の低下も大
きくなる。したがって、選択的に含有させる場合のＺｎの含有量は、用途に要求される導
電率とはんだ及びＳｎめっきの耐熱剥離性とのバランスに応じて（バランスを考慮して）
、０．００５～３．０％の範囲から選択する。
【００５６】
（Ｓｎ）
　Ｓｎは、銅合金の強度向上に寄与する。Ｓｎの含有量が０．００１％未満の場合は高強
度化に寄与しない。一方、Ｓｎの含有量が多くなると、その効果が飽和し、逆に、導電率
の低下を招く。したがって、選択的に含有させる場合のＳｎ含有量は、用途に要求される
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強度（硬さ）と導電率のバランスに応じて（バランスを考慮して）、０．００１～５．０
％の範囲から選択して含有させることとする。
【００５７】
（Ｍｎ、Ｍｇ、Ｃａ量）
　Ｍｎ、Ｍｇ、Ｃａは、銅合金の熱間加工性の向上に寄与するので、これらの効果が必要
な場合に選択的に含有される。Ｍｎ、Ｍｇ、Ｃａの１種又は２種以上の含有量が合計で０
．０００１％未満の場合、所望の効果が得られない。一方、その含有量が合計で１．０％
を越えると、粗大な晶出物や酸化物が生成して、強度や耐熱性を低下させるだけでなく、
導電率の低下も激しくなる。したがって、これらの元素の含有量は総量で０．０００１～
１．０％の範囲で選択的に含有させる。
【００５８】
（Ｚｒ、Ａｇ、Ｃｒ、Ｃｄ、Ｂｅ、Ｔｉ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ａｕ、Ｐｔ量）
　これらの成分は銅合金の強度を向上させる効果があるので、これらの効果が必要な場合
に選択的に含有される。これらの成分の１種又は２種以上の含有量が合計で０．００１％
未満の場合、所望の効果か得られない。一方、その含有量が合計で１．０％を越えると、
粗大な晶出物や酸化物が生成して、強度や耐熱性を低下させるだけでなく、導電率の低下
も激しく、好ましくない。従って、これらの元素の含有量は合計で０．００１～１．０％
の範囲で選択的に含有させる。なお、これらの成分を、上記Ｍｎ、Ｍｇ、Ｃａと共に含有
する場合、これら含有する元素の合計含有量は１．０％以下とする。
【００５９】
（Ｈｆ、Ｔｈ、Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｓｒ、Ｐｄ、Ｗ、Ｓ、Ｓｉ、Ｃ、Ｎｂ、Ａｌ、Ｖ、Ｙ、
Ｍｏ、Ｐｂ、Ｉｎ、Ｇａ、Ｇｅ、Ａｓ、Ｓｂ、Ｂｉ、Ｔｅ、Ｂ、ミッシュメタル量）
　これらの成分は不純物元素であり、これらの元素の含有量の合計が０．１％を越えた場
合、粗大な晶出物や酸化物が生成して、強度や耐熱性を低下させる。従って、これらの元
素の含有量は合計で０．１％以下とすることが好ましい。
【００６０】
 (製造条件) 
  次に、銅合金板組織を上記本発明規定の組織とするための、好ましい製造条件について
以下に説明する。本発明銅合金板は、上記集合組織を制御した本発明規定の組織とするた
めの、最終低温焼鈍条件などの好ましい条件を除き、通常の製造工程自体を大きく変える
ことは不要で、常法と同じ工程で製造できる。
【００６１】
　即ち、先ず、上記好ましい成分組成に調整した銅合金溶湯を鋳造する。そして、鋳塊を
面削後、加熱または均質化熱処理した後に熱間圧延し、熱延後の板を水冷する。この熱間
圧延は通常の条件で良い。
【００６２】
　その後、中延べと言われる一次冷間圧延して、焼鈍、洗浄後、更に仕上げ（最終）冷間
圧延、低温焼鈍（最終焼鈍、仕上げ焼鈍）して、製品板厚の銅合金板などとする。これら
焼鈍と冷間圧延を繰返し行ってもよい。例えば、リードフレーム等の半導体用材料に用い
られる銅合金板の場合は、製品板厚が０．１～０．４ｍｍ程度である。
【００６３】
　なお、一次冷間圧延の前に銅合金板の溶体化処理および水冷による焼き入れ処理を行な
っても良い。この際、溶体化処理温度は、例えば750 ～1000℃の範囲から選択される。
【００６４】
（最終冷間圧延）
　最終冷間圧延も常法による。ただ、リードフレームにスタンピング加工後の熱処理（歪
取り焼鈍）などでの強度低下が少ない耐熱性を向上させるためには、最終冷間圧延での圧
延速度を大きくするか、最終冷間圧延におけるロールの硬さ（シェア硬さ）を高くするこ
とが好ましい。即ち、最終冷間圧延での圧延速度を２００ｍ／ｍｉｎ以上に大きくするか
、最終冷間圧延におけるロールの硬さ（シェア硬さ）を６０Ｈｓ以上に高くする、などの
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手段を選択して使用するか、組み合わせて使用することが好ましい。
【００６５】
　また、上記スタンピング加工におけるプレス打ち抜き性を向上させるためには、最終冷
間圧延での導入歪み量を大きくする。即ち、最終冷間圧延における、ロール径を８０ｍｍ
φ未満の小径ロールとするか、１パス当たりの最小圧下率（冷延率、加工率）を２０％以
上とするか、ロール長さ（ロール幅）を５００ｍｍ以上とする、などの手段を選択して使
用するか、組み合わせて使用することが好ましい。
【００６６】
　最終冷間圧延のパス数は、過少や過多のパス数を避けて、通常の３～４回のパス数で行
なうことが好ましい。また、１パス当たりの圧下率は５０％を超える必要は無く、１パス
当たりの各圧下率は、元の板厚、冷延後の最終板厚、パス数、この最大圧下率を考慮して
決定される。
【００６７】
（最終焼鈍）
　本発明では、最終冷間圧延後に、低温での最終焼鈍を連続的な熱処理炉にて行なうこと
が好ましい。この連続的な熱処理炉での最終焼鈍条件は、１００～４００℃で０．２分以
上３００分以下の低温条件とすることが好ましい。通常のリードフレームに用いられる銅
合金板の製造方法では、強度が低下するため、歪み取りのための焼鈍（３５０℃×２０秒
程度）を除き、最終冷間圧延後に最終焼鈍はしない。しかし、本発明では、前記冷間圧延
条件によって、また、最終焼鈍の低温化によって、この強度低下が抑制される。そして、
最終焼鈍を低温で行なうことにより、プレス打ち抜き性が向上する。
【００６８】
　焼鈍温度が１００℃よりも低い温度や、焼鈍時間が０．２分未満の時間条件、あるいは
、この低温焼鈍をしない条件では、銅合金板の組織・特性は、最終冷延後の状態からほと
んど変化しない可能性が高い。逆に、焼鈍温度が４００℃を超える温度や、焼鈍時間が３
００分を超える時間で焼鈍を行うと、再結晶が生じ、転位の再配列や回復現象が過度に生
じ、析出物も粗大化するため、プレス打ち抜き性や強度が低下する可能性が高い。
【００６９】
（最終焼鈍での集合組織、平均結晶粒径制御）
　その上で、この最終焼鈍を連続的な熱処理炉にて行なうことで、上記本発明で規定する
集合組織、平均結晶粒径とでき、強度を高く、酸化膜の密着性を向上させることができる
。即ち、連続的な熱処理炉では、通板の際の板に負荷する張力と通板速度とを制御でき、
これによって、Ｂｒａｓｓ方位（Ｂ方位）の方位分布密度を３７％以上とした圧延集合組
織を発達させることができる。また、平均結晶粒径を６．０μｍ以下に微細化できる。連
続的な熱処理炉における、通板の際の板に負荷する張力と通板速度とは、Ｂｒａｓｓ方位
（Ｂ方位）の方位分布密度や平均結晶粒径に大きく影響する。
【００７０】
　この本発明で規定する集合組織と平均結晶粒径にするためには、連続的な熱処理炉によ
る最終焼鈍における通板の際に、０．１～８ｋｇｆ／ｍｍ2 の範囲で張力を加え、かつ通
板速度を１０～１００ｍ／ｍｉｎの範囲に制御する。通板の際の張力と通板速度とのいず
れか、あるいは両方がこの範囲を外れた場合には、本発明で規定する集合組織や平均結晶
粒径とできない可能性が高い。
【実施例】
【００７１】
  以下に本発明の実施例を説明する。連続的な熱処理炉による最終焼鈍における通板の際
の張力と通板速度とを変えて、種々のＢｒａｓｓ方位の方位分布密度、平均結晶粒径を有
する銅合金薄板を製造した。そして、これら各銅合金薄板の引張強さ、硬さ、導電率など
の特性や、酸化皮膜の密着性（酸化皮膜の剥離温度）を評価した。これらの結果を表１に
示す。
【００７２】
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　具体的には、表１に示す各化学成分組成の銅合金をそれぞれコアレス炉にて溶製した後
、半連続鋳造法で造塊して、厚さ７０ｍｍ×幅２００ｍｍ×長さ５００ｍｍの鋳塊を得た
。各鋳塊を表面を面削して加熱後、９５０℃の温度で熱間圧延を行って厚さ１６ｍｍの板
とし、７５０℃以上の温度から水中に急冷した。次に、酸化スケールを除去した後、一次
冷間圧延（中延べ）を行った。この板を面削後、中間焼鈍を入れながら冷間圧延を４パス
行なう最終冷間圧延を行い、次いで炉の雰囲気温度４５０℃で最終焼鈍を行って、リード
フレームの薄板化に対応した厚さ０．１５ｍｍの銅合金板を得た。
【００７３】
　最終冷間圧延の圧延速度は３００ｍ／ｍｉｎ、ロールの硬さ（シェア硬さ）は９０Ｈｓ
、使用ロール径は６０ｍｍφ、１パス当たりの最小圧下率は１０％とした。
【００７４】
　連続的な熱処理炉による最終焼鈍における、通板の際の各張力（ｋｇｆ／ｍｍ2 ）と各
通板速度（ｍ／ｍｉｎ）とは表１に示す。
【００７５】
　なお、表１に示す各銅合金とも、記載元素量を除いた残部組成はＣｕであり、その他の
不純物元素として、Ｈｆ、Ｔｈ、Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｓｒ、Ｐｄ、Ｗ、Ｓ、Ｓｉ、Ｃ、Ｎｂ
、Ａｌ、Ｖ、Ｙ、Ｍｏ、Ｐｂ、Ｉｎ、Ｇａ、Ｇｅ、Ａｓ、Ｓｂ、Ｂｉ、Ｔｅ、Ｂ、ミッシ
ュメタルの含有量は、表１に記載の元素を含めて、これらの元素全体の合計で０．１質量
％以下であった。
【００７６】
　また、Ｍｎ、Ｍｇ、Ｃａのうち１種又は２種以上を含む場合は、合計量を０．０００１
～１．０質量％の範囲とし、Ｚｒ、Ａｇ、Ｃｒ、Ｃｄ、Ｂｅ、Ｔｉ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ａｕ、
Ｐｔのうち１種又は２種以上を場合は、合計量を０．００１～１．０質量％の範囲とし、
更に、これらの元素全体の合計量も１．０質量％以下とした。
【００７７】
　上記のようにして得られた銅合金板に対して、各例とも、銅合金板から試料を切り出し
、各試料の集合組織、引張強さ、硬さ、導電率、酸化皮膜の密着性などの特性を評価した
。これらの結果を表１に各々示す。
【００７８】
（集合組織の測定）
　上記得られた銅合金板から組織観察用の試験片を採取し、機械研磨およびバフ研磨を行
った後、電解研磨して表面を調整した。得られた各試験片について、前記した方法での測
定を、５００μｍ×５００μｍの領域を、１μｍの間隔で、Ｂｒａｓｓ方位（Ｂ方位）の
方位分布密度を測定した。
【００７９】
　測定および解析は、前記した通り、日本電子株式会社製のＦＥＳＥＭとＴＳＬ社製のＥ
ＢＳＰ測定・解析システムと同システムの解析ソフトとを用いて行なった。
【００８０】
（硬さ測定）
　上記のようにして得られた銅合金板から１０×１０ｍｍの試験片を切出し、松沢精機社
製のマイクロビッカース硬度計（商品名「微小硬度計」）を用いて０．５ｋｇの荷重を加
えて４箇所硬さ測定を行い、硬さはそれらの平均値とした。
【００８１】
（導電率測定）
　銅合金板試料の導電率は、ミーリングにより、幅10mm×長さ300mm の短冊状の試験片を
加工し、ダブルブリッジ式抵抗測定装置により電気抵抗を測定して、平均断面積法により
算出した。
【００８２】
（酸化膜密着性）
　また各供試材の酸化膜密着性は、テープピーリング試験により、酸化膜が剥離する限界
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温度で評価した。テープピーリング試験は、上記のようにして得られた銅合金板から１０
×３０ｍｍの試験片を切出し、大気中所定温度で５分間加熱した後、酸化膜の生成した試
験片表面に、市販のテープ（商品名：住友スリーエム製メンディングテープ）を張り付け
、引き剥がした。この時、加熱温度を1 ０℃刻みで上昇変化させた時に、酸化膜の剥離の
生じる最も低い温度を求め、これを酸化膜剥離温度とした。
【００８３】
  表１から明らかな通り、本発明組成内の銅合金である発明例は、連続的な熱処理炉によ
る最終焼鈍における通板の際の張力と通板速度とが好ましい条件内で製造されている。こ
のため、発明例は、前記測定法による、Ｂｒａｓｓ方位の方位分布密度を３７％以上とし
た集合組織を有し、平均結晶粒径を６．０μｍ以下に微細化できている。
【００８４】
　この結果、発明例は、引張強さが５００ＭＰａ以上、硬さが１５０Ｈｖ以上の高強度で
あって、酸化膜剥離温度が３７０℃以上である優れた酸化膜密着性を有する。したがって
、発明例は、半導体母材として、半導体パッケージの組み立てに際しての樹脂とダイパッ
ドとの密着性が高く、パッケージの信頼性が高い。但し、本発明範囲から外れる参考例６
～８の酸化膜剥離温度は３５０～３６０℃である。
【００８５】
  これに対して、比較例１５～１７は、本発明組成内の銅合金であるものの、連続的な熱
処理炉による最終焼鈍における通板の際の張力と通板速度の、いずれか、または両方が、
好ましい条件から外れている。このため、比較例１５～１７は、前記測定法による、Ｂｒ
ａｓｓ方位の方位分布密度が３７％未満であるとともに、平均結晶粒径も６．０μｍを超
えて粗大化している。この結果、強度レベルが低く、酸化膜剥離温度が３３０℃以下であ
り、酸化膜密着性が著しく劣る。
【００８６】
  比較例１８の銅合金はＦｅの含有量が０．００７％と、下限０．０１％を低めに外れて
いる。一方、連続的な熱処理炉による最終焼鈍における通板の際の張力と通板速度は好ま
しい条件内で製造されている。このため、Ｂｒａｓｓ方位の方位分布密度を３９％とした
集合組織を有し、平均結晶粒径を６．０μｍ以下に微細化できているものの、強度レベル
が低い。
【００８７】
　比較例１９の銅合金は、Ｆｅの含有量が０．５８％と、上限０．５０％を高めに外れて
いる。一方、連続的な熱処理炉による最終焼鈍における通板の際の張力と通板速度は好ま
しい条件内で製造されている。このため、Ｂｒａｓｓ方位の方位分布密度を４０％とした
集合組織を有し、平均結晶粒径を６．０μｍ以下に微細化できているものの、導電率が著
しく低い。
【００８８】
  比較例２０の銅合金は、Ｐの含有量が０．００８％と、下限０．０１％を低めに外れて
いる。一方、連続的な熱処理炉による最終焼鈍における通板の際の張力と通板速度は好ま
しい条件内で製造されている。このため、Ｂｒａｓｓ方位の方位分布密度を４０％とした
集合組織を有し、平均結晶粒径を６．０μｍ以下に微細化できているものの、強度レベル
が低い。
【００８９】
　比較例２１の銅合金は、Ｐの含有量が０．１６％と、上限０．１５％を高めに外れてい
るため、熱延中に板端部に割れが生じた。一方、連続的な熱処理炉による最終焼鈍におけ
る通板の際の張力と通板速度は好ましい条件内で製造されている。このため、Ｂｒａｓｓ
方位の方位分布密度を４０％とした集合組織を有し、平均結晶粒径を６．０μｍ以下に微
細化できているものの、導電率が著しく低い。
【００９０】
  以上の結果から、高強度化させた上で、耐熱性にも優れさせるための、本発明銅合金板
の成分組成、集合組織規定の臨界的な意義および、このような組織を得るための好ましい
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製造条件の意義が裏付けられる。
【００９１】
【表１】

【産業上の利用可能性】
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【００９２】
  以上説明したように、本発明によれば、高強度化させた上で、酸化膜密着性にも優れ、
これら特性を両立（兼備）させたＣｕ－Ｆｅ－Ｐ系銅合金板を提供することができる。こ
の結果、半導体パッケージの組み立てに際しての樹脂とダイパッドとの密着性が高く、パ
ッケージの信頼性が高い半導体母材を提供できる。したがって、小型化及び軽量化した電
気電子部品用として、半導体装置用リードフレーム以外にも、リードフレーム、コネクタ
、端子、スイッチ、リレーなどの、高強度化と、酸化膜密着性＝パッケージの信頼性が要
求される用途に適用することができる。
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